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みつわ台第２公園スポーツ施設
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要

午前９時～午後９時通年
３５.７５m×２１.５５mアリーナ

体育館
中学生以下は利用不可７７.４㎡トレーニング室

午前９時～午後５時通年両翼６８m・センター７７m野球場
照明付　中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要午前９時～午後９時通年砂入り人工芝コート２面庭球場
幼児１名に対し保護者１人の付き添い必要

午前９時～午後６時夏期のみ営業
６コース・水深１.１ｍ～１.２ｍ２５m

屋外プール
幼児２名に対し保護者１人の付き添い必要水深０.２m～０.５m徒渉

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

住所：〒２６４ー００３２　千葉市若葉区みつわ台３ ３ー １ー　　TEL：０４３ー２８７ー３７３０　FAX：０４３ー２８７ー７１９２

２．施設利用料金

２０２４．４．１ 改定

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・トレ－ニング室・屋外プ－ル
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・野球場・庭球場
　

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール・柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はできません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

※記載の料金は全て税込みです。

体育館 個人使用（アリーナ・トレーニング室）
小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。

料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料
料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）

スポーツ用具レンタル料（１回）

体育館 専用使用（アリーナ）
半館全館区分

２,２９０円
（４時間につき）

４,５９０円
（４時間につき）

午前９時～午後１時
午後１時～午後５時

４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

 １,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

野球場 専用使用

小・中・高校生一般区分
４６０円６３０円２時間につき

庭球場 専用使用（１面につき）
料金区分
４２０円１時間につき

照明使用料（１面につき）

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

屋外プール（夏期限定） 個人使用

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・３０名以上の団体が対象
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。


